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久 御 山 町 農 業 委 員 会 会 議 録

１．開催日時 令和４年９月５日（月）午後１時２５分

２．開催場所 久御山町役場 議会棟４階 特別会議室

３．出席委員 １番 村 田 正 己

２番 山 口 吉 広

３番 久 乗 清 和

４番 上 田 幸 子

５番 上 田 隆 健

６番 中 村 日 出 美

７番 田 中 壽 嗣

８番 内 田 裕 夫

９番 石 塚 義 博

１０番 村 忠 雄

１１番 南 和 弘

１２番 芳 川 清 志

１３番 林 勉

１４番 森 一 博

１５番 井 上 文 彦

１６番 神 原 均

１７番 内 田 孝 司

１８番 川 嶋 久 治

１９番 田 武

２０番 林 吉 一

４．会議録署名委員 １番 村 田 正 己

４番 上 田 幸 子
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５．委員会に職務のため出席した者の職氏名

農業委員会事務局局長 山 澤 貴 志 子

農業委員会事務局 籔 内 雄 基

農業委員会事務局 髙 橋 華 寿 紀

農業委員会事務局 三 宅 七 聖

６．議 事

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可）

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対す

る意見について（４条許可）

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対す

る意見について（５条許可）

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決定に

ついて（利用権設定）

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決定に

ついて（所有権移転）

報告第１号 農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解約

の通知について（賃貸借契約合意解約）

７．会議の経過
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（事務局長）

（会長）

皆さまこんにちは。定刻の時間はまだなんですが、皆さまお

揃いになられましたので、令和４年第９回久御山町農業委員会

定例総会を始めさせていただきます。携帯電話をお持ちの方

は、電源をお切りになるかマナーモードにするなど、音が出な

いようご配慮をお願いいたします。

本日の出席委員は、農業委員が１４名中１４名、農地利用最

適化推進委員６名中６名で、定足数に達していますので、総会

は成立をしております。

また、さる８月２５日に実施しました現地調査委員名を報告

させていただきます。なお、敬称は省略といたします。

１番 村田委員

２番 山口委員

８番 内田裕夫職務代理者

１７番 内田孝司委員

です。事務局２名と建設課１名により実施をしております。

それでは、開催にあたりまして会長よりごあいさつをお願い

いたします。

会長あいさつ

本日の議案につきましては、お手元の議案書のとおりでござ

います。

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について

（３条許可） １件

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対

する意見について（４条許可） １件

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対

する意見について（５条許可） １件

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決定

について（利用権設定） ２２件

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の決定

について（所有権移転） ２件
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

（会長）

報告第 1 号 農地法第１８条第６項による賃貸借契約合意解

約の通知について（賃貸借合意解約） １件

よろしくお願いをいたします。それでは、議事に入る前に、

本日の議事録の署名委員を指名をいたします。１番の村田委

員、４番の上田幸子委員。どうぞよろしくお願いをいたします。

それでは、順次、議題のほうを進めてまいります。議案第１

号農地法第３条の規定による許可申請について、３条許可を議

題といたします。

それでは第１号について、現地調査の報告を調査委員からお

願いをいたします。

議案第１号受付番号３２の案件につきまして、現地調査の報

告をさせていただきます。

本該当地については、特に問題のないものと思われます。

続きまして、議案第１号受付番号３２につきまして、事務局

から説明を願います。

それでは、議案第１号受付番号３２について議案書１ページ

をご覧下さい。内容については記載のとおりです。この案件は、

同じ経営体の中で持分を譲渡される案件になります。

また、農地法第３条第２項の判断基準に基づき作成いたしま

した農地法第３条調書については、議案書２ページをご覧下さ

い。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１ページ

をご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第１号受付番号３２、この案件につきまして、何かご意

見ご質問はございませんか。
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（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

よろしいですか。生前贈与の案件です、よろしいですか。特

にご意見ご質問もないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第１号受付番号３２を許可す

ることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可することに決定をいたします。

続きまして、議案第２号に入ります。議案第２号農地法第４

条第１項の規定による許可申請に対する意見について、４条許

可を議題といたします。

まず議案第２号につきまして、現地調査の報告を調査委員か

らお願いをいたします。

議案第２号受付番号１の案件につきまして、現地調査の報告

をさせていただきます。

本該当地については、特に問題のないものと思われます。以

上です。

続きまして、議案第２号受付番号１につきまして、事務局か

ら説明を願います。

それでは、議案第２号受付番号１について議案書３ページを

ご覧下さい。内容については記載のとおりです。転用後は、露

天資材置場として、造園業者に貸付けされる案件となります。

また農地法第４条第１項の規定による許可申請書に係る意

見書案については、議案書４ページから６ページをご覧下さ

い。こちらの農地は、農振農用地ではない、いわゆる白地の農

地で、●●●●●●と●●●●●●がおおむね５００メートル

以内にあり、前の道路に水道管、下水道管がとおっております

ので、この農地は第３種農地に当たると事務局では判断してい

ます。なお、農地法運用通知の抜粋を６ページの下にお付けし

ています。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の２ページ

と３ページをご覧下さい。３ページにつきましては、土地利用
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（事務局）

（会長）

（●●委員）

（会長）

（事務局）

計画図となっております。

会長よろしくお願いします。

議案第２号受付番号１の説明と報告が事務局からされまし

た。この案件につきまして、何かご意見ご質問はございません

か。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第２号受付番号１に許可相当

とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可相当として京都府のほうに進達をい

たします。

続きまして、議案第３号に入ります。議案第３号農地法第５

条第１項の規定による許可申請に対する意見について、５条許

可を議題といたします。

まず議案第３号について、現地調査の報告を調査委員からお

願いをいたします。

議案第３号受付番号２の案件につきまして、現地調査の報告

をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

続きまして、議案第３号受付番号２につきまして、事務局よ

り説明を願います。

それでは、議案第３号受付番号２について議案書７ページを

ご覧下さい。内容については記載のとおりです。譲受人は建設

業を営んでおられ、転用後は自社の露天資材置場として使用さ

れます。

また農地法第５条第１項の規定による許可申請書に係る意

見書案については、議案書８ページから１０ページをご覧下さ
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（事務局）

（会長）

（●●委員）

（事務局）

（●●委員）

（事務局）

い。この案件は、１筆の土地の中に市街化の部分と調整区域の

部分がある農地となっております。８ページの下のほうに書か

れておりますとおり、市街化部分の面積が６８２平方メートル

で７３パーセントの割合を占めており、市街化調整区域部分の

面積が２４７平方メートルで２７パーセントの割合になりま

す。市街化の農地は通常、報告案件なのですが一体で開発され

るため、調整区域側の許可案件に合わせて許可案件として手続

きをしていただくことになりました。調整区域側は第 1 種農地

になると考えますが、１０ページの農地法運用通知の抜粋にも

ありますとおり、一体で開発する場合、第１種農地の面積割合

が３分の１以下であった場合には転用が可能と記載されてお

ります。なお、東側の農道は、転用後も使用されないとうかが

っております。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の４ページ

と５ページをご覧下さい。５ページにつきましては、土地利用

計画図となっております。

会長よろしくお願いします。

議案第３号受付番号２の案件につきまして、事務局から説明

と報告が終わりました。この件につきまして、何かご意見ご質

問があれば頂戴をいたしたいと思いますが、いかがでしょう

か。

はい。

近隣の、住んではる人のはんこっていうか、あれはみんなも

らったん。

同意ですかね。お隣のお家の方からもいただいております。

南側の人もらってないとかいう話を聞いてるんやけども、ち

ょっと知ってる人なんで。聞いたら、●●さん側、北側の●●

さんはオッケイでした。

そうですね、いただいてますね。
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（●●委員）

（事務局）

（●●委員）

（会長）

（会長）

（●●委員）

南側は名前も知らんねんけども、二軒ありますね。

その同意いただくのが、農地を持ってはる方の隣接なので、

●●さんのほうは農地があるんですけど、南側のところってい

うのが住宅になってると思いますので、その同意書の添付って

いうのは必要にならない。

それがよくわからなかったんで、聞いただけです。

よろしいですか。そのほかございませんか。そのほかご意見

ご質問もないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第３号受付番号２を許可相当

とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたします。

全員挙手。よって、許可相当として京都府に進達をいたしま

す。

続きまして、議案第４号農業経営基盤強化促進法第１８条第

１項の決定についてを議題といたします。

これから審議していただく議案第４号受付番号４７につき

ましては、●●委員に関する案件ですので、久御山町農業委員

会会議規則第２０条によりまして、退席のほうお願いをいたし

ます。

（●●委員 午後１時４０分 退席）

それではまず、議案第４号受付番号４７について、現地調査

の報告を調査委員からお願いをいたします。

議案第４号受付番号４７の案件につきまして、現地調査の報

告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（会長）

（●●●●委

員）

（会長）

続きまして、議案第４号受付番号４７について、事務局から

説明を願います。

議案第４号受付番号４７について、議案書１１ページをご覧

下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書１２ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の６ページ

をご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号４７の案件につきまして、何かご意見ご

質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号４７につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をします。

（●●委員 午後１時４１分 入室）

続きまして、議案第４号受付番号４９から受付番号６９につ

いて、現地調査の報告を調査委員からお願いをいたします。

議案第４号受付番号４９から受付番号６９の案件につきま

して、現地調査の報告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。

続きまして、議案第４号受付番号４９につきまして、事務局

から説明を願います。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

受付番号４９の説明に入る前に、受付番号４８につきまし

て、申請の取り下げのほうがなされましたので、欠番とさせて

いただきますことをお伝えさせてもらいます。

それでは、議案第４号受付番号４９について、議案書１３ペ

ージをご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書１４ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の７ページ

をご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号４９につきまして、何かご意見ご質問は

ございませんか。

よろしいですか。再設定ですね。よろしいですか。特にご意

見ご質問ないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号４９につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号５０から受付番号５６は、

借手が同じ方ですのでまとめて審議をします。まず事務局から

説明を願います。

議案第４号受付番号５０について、議案書１５ページ上段を

ご覧下さい。

次に、議案第４号受付番号５１について議案書１５ページ下

段をご覧下さい。貸し手の詳細については１６ページの別紙の

のほうをご覧ください。

続きまして、議案第４号受付番号５２について議案書１７ペ

ージ上段をご覧下さい。

次に、議案第４号受付番号５３について議案書１７ページ下

段をご覧下さい。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

続きまして、議案第４号受付番号５４について議案書１８ペ

ージ上段をご覧下さい。

次に、議案第４号受付番号５５について議案書１８ページ下

段をご覧下さい。

最後に、議案第４号受付番号５６について議案書１９ページ

をご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書２０ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の８ペー

ジ、９ページ、１０ページ、１１ページ、１２ページをご覧下

さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号５０から受付番号５６の７件について、

ただ今、事務局から説明がございました。この件につきまして、

何かご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号５０から受付

番号５６について、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手

をお願いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をします。

続きまして、議案第４号受付番号５７について、事務局より

説明を願います。

議案第４号受付番号５７について、議案書２１ページをご覧

下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書２２ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１３ペー
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（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

ジをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号５７について、何かご意見ご質問はござ

いませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号５７につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号５８から受付番号６０は、

借手の方が同じですのでまとめて審議をします。まず事務局か

ら説明を願います。

議案第４号受付番号５８について、議案書２３ページ上段を

ご覧下さい。

次に、議案第４号受付番号５９について議案書２３ページ下

段をご覧下さい。

続きまして、議案第４号受付番号６０について議案書２４ペ

ージをご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書２５ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１４ペー

ジと１５ページをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号５８から受付番号６０、３件ですけど

も、この３件につきまして、何かご意見ご質問はございません

か。
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（会長）

（事務局）

（会長）

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号５８から受付

番号６０について、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手

をお願いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をします。

続きまして、議案第４号受付番号６１と受付番号６２は、借

りられる方が同じですので、これもまとめて審議をします。事

務局から説明を願います。

議案第４号受付番号６１について、議案書２６ページ上段を

ご覧下さい。

次に、議案第４号受付番号６２について議案書２６ページ下

段をご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書２７ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１６ペー

ジをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号６１と受付番号６２につきまして、何か

ご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号６１と受付番

号６２について、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手を

お願いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。
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〈会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

続きまして、議案第４号受付番号６３につきまして、事務局

から説明を願います。

議案第４号受付番号６３について、議案書２８ページをご覧

下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書２９ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１７ペー

ジをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号６３につきまして、何かご意見ご質問は

ございませんか。

よろしいですか。それでは採決に入ります。議案第４号受付

番号６３について、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手

をお願いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号６４につきまして、事務局

から説明を願います。

議案第４号受付番号６４について、議案書３０ページをご覧

下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３１ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１８ペー

ジをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号６４につきまして、何かご意見ご質問は

ございませんか。
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（会長）

（事務局）

（会長）

（事務局）

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号６４につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号６５について、事務局から

説明を願います。

議案第４号受付番号６５について、議案書３２ページをご覧

下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３３ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の１９ペー

ジをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号６５につきまして、何かご意見ご質問は

ございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号６５につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号６６につきまして、まず事

務局から説明を願います。

議案第４号受付番号６６について、議案書３４ページをご覧

下さい。内容については記載のとおりです。
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（事務局）

（会長）

（事務局）

（会長）

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３５ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の２０ペー

ジ、２１ページ、２２ページをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号６６につきまして、何かご意見ご質問は

ございませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号６６につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号６７につきまして、事務局

から説明を願います。

議案第４号受付番号６７について、議案書３６ページをご覧

下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権の設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農

業経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３７ペ

ージをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の２３ペー

ジをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号６７につきまして、ご意見ご質問はござ

いませんか。

よろしいですか。特にご意見ご質問もないようでございま

す。
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（会長）

（事務局）

（会長）

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号６７につい

て、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお願いいたし

ます。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

続きまして、議案第４号受付番号６８と受付番号６９は、借

手が同じ方ですのでまとめて審議をします。事務局から説明を

願います。

議案第４号受付番号６８について、議案書３８ページ上段を

ご覧下さい。

次に議案第４号受付番号６９について、議案書３８ページ下

段をご覧下さい。内容については記載のとおりです。

また、利用権設定等を受ける者の農業経営の状況等及び農業

経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書３９ペー

ジをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の２４ペー

ジと２５ページをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

議案第４号受付番号６８と受付番号６９について、何かご意

見ご質問はございませんか。

よろしゅうございますかね。特にご意見ご質問もないようで

ございます。

それでは採決に入ります。議案第４号受付番号６８と受付番

号６９について、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手を

お願いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をします。

続きまして、議案第５号に入ります。議案第５号農業経営基

盤強化促進法第１８条第１項の決定について、所有権移転を議

題とします。
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（会長）

（●●●●委

員）

（事務局）

議案第５号受付番号９と受付番号１０、及び報告第１号農地

法第１８条第６項による賃貸借契約合意解約の通知について、

受付番号５は関連する内容ですので、まとめて審議をします。

まず、現地調査の報告を調査委員から、お願いをいたします。

報告いたします。議案第５号受付番号９と受付番号１０の案

件につきまして、現地調査の報告をさせていただきます。

本件該当地については、特に問題ないものと思われます。以

上です。

それでは、議案第５号受付番号９と受付番号１０、報告第１

号受付番号５につきまして、事務局から説明を願います。

それでは、議案第５号受付番号９と受付番号１０について説

明する前に、関連する内容といたしまして、報告第１号農地法

第１８条第６項による賃貸借契約合意解約の通知について、受

付番号５を先に報告いたします。

報告第１号受付番号５について、議案書４２ページをご覧下

さい。内容については記載のとおりです。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の２６ペー

ジをご覧下さい。

本件については、令和４年８月２５日付けで会長専決し、届

出の受理をさせていただきましたことを申し添えておきます。

改めまして、議案第５号受付番号９について、議案書４０ペ

ージ上段をご覧下さい。

次に、議案第５号受付番号１０について、議案書４０ページ

下段をご覧下さい。内容については記載のとおりです。こちら

は、●●●●●●●●●●●●●名義で利用権設定がなされて

いた農地を合意解約し、京都府農業会議の事業を使って、●●

●●●●●●●●●●●が所有権を取得される案件になりま

す。

また、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況等及び農業

経営基盤強化促進法第１８条調書については、議案書４１ペー
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（事務局）

（会長）

ジをご覧下さい。

所在地については、詳細地図及び該当農地の写真の先ほどと

同じ２６ページをご覧下さい。

会長よろしくお願いします。

審議案件、議案第５号受付番号９と受付番号１０、及び報告

第１号受付番号５について、ご意見ご質問はございませんか。

よろしいですか。よろしゅうございますか。特にご意見ご質

問ないようでございます。

それでは採決に入ります。議案第５号受付番号９と受付番号

１０について、可とすることに賛成の農業委員さんの挙手をお

願いいたします。

全員挙手。よって、可とすることに決定をいたします。

本日の予定をしておりました審議と報告につきましては、こ

れで全て終わりたいと思います。

―――――――――――― 午後２時００分 終了 ――――――――――――


